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平成２５年１０月１７日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官  

平成２３年（ワ）第２２２７７号 損害賠償請求事件 

口頭弁論の終結の日 平成２５年７月９日 

判     決 

          当事者の表示    別紙当事者目録記載のとおり 

主     文 

１ 被告株式会社ＴＯＷＡ，同Ａ及び同Ｂは，原告に対し，連帯して５２

９６万６１００円及びこれに対する平成２３年７月１３日から支払済

みまで年５分の割合による金員を支払え。 

２ 原告の被告株式会社ＴＢグループに対する請求並びに被告株式会社

ＴＯＷＡ，同Ａ及び同Ｂに対するその余の請求をいずれも棄却する。 

３ 訴訟費用は，原告に生じた費用の８分の５，被告株式会社ＴＢグルー

プに生じた費用並びに被告株式会社ＴＯＷＡ，同Ａ及び同Ｂにそれぞれ

生じた費用の各２分の１を原告の負担とし，原告，被告株式会社ＴＯＷ

Ａ，同Ａ及び同Ｂにそれぞれ生じたその余の費用を同被告らの連帯負担

とする。 

４ この判決は，第１項に限り，仮に執行することができる。 

事実及び理由 

第１ 請求 

   被告らは，原告に対し，連帯して１億２０３５万２２００円及びこれに対す

る平成２３年７月１３日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 

第２ 事案の概要 
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   本件は，原告が，仕入先であった被告株式会社ＴＢグループ（旧商号東和メ

ックス株式会社。以下「被告メックス」という。）の完全子会社である被告株

式会社ＴＯＷＡ（以下「被告ＴＯＷＡ」という。）に顧客対応業務を移管した

際，被告メックス，同被告取締役兼被告ＴＯＷＡ代表取締役の被告Ａ（以下「被

告Ａ」という。）及び被告ＴＯＷＡ取締役の被告Ｂ（以下「被告Ｂ」という。）

が共同して，(1)①不正の手段により，②原告の従業員が不正の手段により原告

の営業秘密である顧客情報を取得したことを知って，若しくは重大な過失によ

り知らないで，又は，③原告の元従業員が図利加害目的で若しくは守秘義務に

違反して当該顧客情報を開示していることを知って，若しくは重大な過失によ

り知らないで当該顧客情報を取得し，被告ＴＯＷＡで使用して，これにより１

億１０００万円（弁護士費用相当損害金１０００万円を含む。）の損害を被っ

た，(2)顧客対応業務委託費用名下に金員を騙取し，これにより１０３５万２２

００円（弁護士費用相当損害金９４万円を含む。）の損害を被ったと主張して，

被告らに対し，不正競争防止法４条，民法７１９条及び被告ＴＯＷＡについて

会社法３５０条に基づき，損害金合計１億２０３５万２２００円及びこれに対

する不法行為の後の日である平成２３年７月１３日から支払済みまで民法所定

の年５分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。 

 １ 前提事実（当事者間に争いのない事実並びに各項末尾掲記の証拠及び弁論の

全趣旨により容易に認められる事実） 

  (1) 当事者等 

   ア 原告は，レジスター，計算機，電光表示器及び電光看板の販売等を業と

する資本金の額が３０００万円の株式会社であり，代表取締役をＣ（以下
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「Ｃ」という。）が務めている。 

   イ 被告メックスは，携帯端末による電子財布，デジタルサイネージ，ＬＥ

Ｄ表示器，電子レジスターの企画，開発，製造，販売及び保守等を業とす

る資本金の額が約３６億円の株式会社であり，代表取締役をＤ（以下「Ｄ」

という。）が務めている。 

     被告ＴＯＷＡは，情報システム機器の企画，開発及び販売並びに事務用

機器の販売，賃貸及び輸出入等を業とする資本金の額が３億円の株式会社

であり，被告メックスの完全子会社である。 

   ウ 被告Ａは，平成３年に被告メックスの取締役に就任し，平成２１年６月

３０日に被告ＴＯＷＡの代表取締役に就任した。 

     被告Ｂは，平成２年１２月に被告メックスの従業員として採用され，平

成２１年６月３０日に被告ＴＯＷＡの取締役に就任した。 

    （甲３，乙１７，１８） 

   エ Ｅ１（以下「Ｅ１」という。）は，平成４年１１月に原告の従業員とし

て採用され，平成５年５月ころに管理部に配属されて，平成２１年７月か

ら管理部総務課長を務めていた。 

Ｅ２（以下「Ｅ２」という。）は，平成１７年１２月に原告にパートタ

イマーとして採用され，平成２０年７月ころから平成２１年９月上旬まで

管理部への配属を経て，平成２１年９月上旬に営業部に配属され，パソコ

ン（以下「電光表示器変更パソコン」という。）で電光表示器の画像デー

タを作成変更する職務に従事していた。 

Ｅ１とＥ２は，いずれも，平成２２年３月３１日に原告を退職し，同年
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４月１日，被告ＴＯＷＡに入社した。 

    （甲６２，６７の４，乙１９，２０） 

  (2) 原告の顧客対応業務の移管に至る経緯等 

   ア 原告は，昭和５７年６月８日，レジスター，計算機の製造及び販売等を

業とする東和レジスター販売株式会社の販売会社として設立され，平成３

年２月１日，同社を吸収合併した被告メックスとの間で，売買取引契約を

締結し，以来，被告メックスの製品を継続的に仕入れて販売していた。 

    （甲１７） 

   イ 原告は，平成２０年ころから，販売先の名称，住所，連絡先，販売した

時期や製品，価格，リース期間及び契約番号等から構成される顧客情報（以

下「本件顧客情報」という。）を本社３階にある管理部の専用パソコン１

台（以下「顧客管理パソコン」という。）に集約して，パスワードにより

管理していた。 

     顧客管理パソコンのアクセス権者は，パスワードを知っている管理部所

属の従業員４名だけであり，その他の従業員が本件顧客情報を必要とする

場合には，所属先の長が管理部に書面で申請して，必要な情報のみを記録

したＣＤ等の記憶媒体の送付を受け，受領した旨の返信をする必要があっ

た。 

    （甲６，７の１及び２，１４，乙１９） 

   ウ 被告メックスは，平成２０年１２月ころ，自社と原告や被告ＴＯＷＡを

含む１００以上の販売会社から構成される東和グループ全体の業績が低迷

していたので，販売会社の統合等による再編を計画し，平成２１年１月２
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２日，販売会社に対し，再編の方針を説明し，同年５月上旬，原告に対し，

原告の事業を東日本側の受皿会社となる被告ＴＯＷＡに譲渡することを打

診した。 

   エ 原告の従業員は，平成２２年２月の時点で３１名いたが，このうちの大

半の者が同月末ころに原告に対し同年３月３１日限りで原告を退職する旨

の退職届を提出して，同月４日から有給休暇を取得して出勤しなくなり，

このうちの１２名が同月９日ころ，原告に対し過去約２年分の残業代の支

払を請求した。 

    （甲３２，７９，乙２１） 

   オ 原告は，平成２２年４月１日，被告ＴＯＷＡに対し修理や交換等の顧客

対応業務を移管して（以下，この移管を「本件移管」という。），営業活

動を停止し，同月上旬，被告ＴＯＷＡに対し，工具や電光表示器変更パソ

コン等を引き渡した。原告は，本件移管に先立ち，同年３月２９日，７５

２９名の顧客に対し上記業務を被告ＴＯＷＡに移管する旨の通知書（以下

「本件通知書」という。）を発送した。 

     もっとも，従業員であったＥ３（以下「Ｅ３」という。）が既製品をカ

スタマイズして販売した顧客に対応する業務（以下「Ｅ３担当業務」とい

う。）は，既製品をそのまま販売した顧客に対応する業務よりも処理が難

しかったので，被告ＴＯＷＡは，原告に対し，原告の費用でＥ３担当業務

を同業他社のプロスパー・ネットワーク株式会社（以下「プロスパー社」

という。）に委託する旨を説明して，プロスパー社に対しＥ３担当業務を

委託し，原告から，業務委託費用として，平成２２年５月２８日と同年６
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月３０日に各４７０万６１００円合計９４１万２２００円の支払を受け

た。 

    （甲４，９，１１，１２の１及び２，１３，３４） 

  (3) 原告の秘密管理に関する諸規定等 

   ア 平成１７年４月１日に実施された原告の個人情報保護基本規定（以下「本

件規定」という。）には，次の規定がある。 

    「３．個人情報の適正管理義務 

      (2) 個人情報の収集，利用又は，提供に従事する者は，法令の規定及

び本規定に従い，個人情報の秘密の保持に充分な注意を払いその業

務を行うものとする。 

      (4) 退職後においても当社が保有する機密情報，個人情報，その他一

切の情報を不正に使用，取得，改ざん，または第三者に開示もしく

は提供してはならない。」 

    （甲８の１） 

   イ 平成１８年１月５日に施行された原告の就業規則（以下「本件就業規則」

という。）には，次の規定がある。 

    「（服務心得） 

     ９条 従業員は，常に次の事項を遵守し，職務に精勤しなければならな

い。 

      １１号 社内外を問わず，在職中又は退職後においても，会社，取引

先等の機密，機密性のある情報，顧客情報，企画案，ノウハウ，

データ，ＩＤ，パスワード及び会社の不利益となる事項を第三



 

 

- 7 - 

者に開示，漏洩，提供しないこと，またコピー等をして社外に

持ち出さないこと。」 

    「（個人情報管理義務） 

     １１条 従業員は，会社の定めた個人情報管理規定を遵守するとともに，

取引先，顧客その他の関係者及び会社の役員，従業員等の個人情

報を正当な理由なく開示し，利用目的を逸脱して取扱い，又は漏

洩してはならない。在職中はもとより，退職後においても同様と

する。」 

    「（退職後の義務） 

     ５０条 従業員は退職後でも，在職中に得た担当業務についての秘密を

漏らしたり，あるいは在職中に会社に損害を負わせた場合は，損

害賠償の責任を負うものとする。」 

    （甲８３） 

 ２ 争点及びこれについての当事者の主張 

  (1) 営業秘密の取得について 

    ①本件顧客情報が営業秘密に当たるか，②被告メックス，同Ａ及び同Ｂが

共同して，ⅰ不正の手段により，ⅱ原告の従業員が不正の手段により本件顧

客情報を取得したことを知って，若しくは重大な過失により知らないで，又

は，ⅲ原告の元従業員が図利加害目的で若しくは守秘義務に違反して本件顧

客情報を開示していることを知って，若しくは重大な過失により知らないで

本件顧客情報を取得し，被告ＴＯＷＡで使用したか，③損害の額である。 

  (2) 詐欺について 
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    ①被告メックス，同Ａ及び同Ｂが共同して原告を欺罔したか，②損害の額

である。 

 ３ 争点についての当事者の主張 

  (1) 営業秘密の取得について 

   ア 争点①（本件顧客情報が営業秘密に当たるか）について 

    （原告の主張） 

     顧客管理パソコンは，管理部所属の従業員４名だけがこれにアクセスす

ることができ，これが置かれた管理部の執務室は，不在にする場合には鍵

や警備カードキーで施錠していて，これらを所持するのは原告役員と管理

部所属の正社員３名だけであった。そして，原告は，本件規定や本件就業

規則，業務通達，勤務契約書で守秘義務を従業員に課した上，本件顧客情

報を営業部等に送付した場合に，送付先の長を個人情報管理責任者として

いたのであって，本件顧客情報は，秘密として管理されていた。 

     また，本件顧客情報は，平成２２年３月３１日の時点で２万６３７８件

の販売情報から構成されていて，リース期間等の満了が近づいた顧客に対

し買替えを勧めたり消耗品等を販売したりするなど，有用な営業上の情報

であり，一体的には公開されていないから，公然と知られていないもので

ある。 

     したがって，本件顧客情報は，営業秘密に当たる。 

    （被告らの主張） 

     顧客管理パソコンは，パスワードが変更されなかったから，管理部に所

属したことがある従業員であれば，これにアクセスすることができ，実際，
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Ｅ２は，平成２１年９月に管理部から営業部に配置換えとなった後も，管

理部の指示で，顧客管理パソコンから本件顧客情報を抽出して送付する作

業に従事した。そして，原告は，本件規定や本件就業規則等で守秘義務を

課していることを従業員に周知徹底していなかったし，管理部は，送付し

た本件顧客情報の管理を送付先の長に任せ，調査監督をしていなかったか

ら，本件顧客情報は，秘密として管理されていたとはいえない。 

     また，本件顧客情報は，廃業した顧客に係るものを含むから，全部が有

用な情報であるとは限らないし，顧客の店舗等に行って聞くなどすれば，

これを知ることができるのであるから，公然と知られていないというわけ

でもない。 

     したがって，本件顧客情報は，営業秘密に当たらない。 

   イ 争点②（被告メックス，同Ａ及び同Ｂが共同して，ⅰ不正の手段により，

ⅱ原告の従業員が不正の手段により本件顧客情報を取得したことを知っ

て，若しくは重大な過失により知らないで，又は，ⅲ原告の元従業員が図

利加害目的で若しくは守秘義務に違反して本件顧客情報を開示している

ことを知って，若しくは重大な過失により知らないで本件顧客情報を取得

し，被告ＴＯＷＡで使用したか）について 

    （原告の主張） 

     原告は，平成２１年５月上旬に被告メックスから被告ＴＯＷＡへの事業

譲渡を打診され，被告メックスと協議をしたが，内容が不明確な上，従業

員の引継ぎや待遇等の具体的な条件も提示されなかったので，同年７月，

協議を中断した。そして，原告は，同年１２月，被告メックスに協議の再
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開を求め，事業譲渡の基本合意を締結したが，対価等の条件について合意

に至らなかった上，平成２２年２月末ころに労使紛争が発生し，協議が再

び中断した。原告は，同年３月下旬，被告メックスとの間で，労使紛争を

解決した後に協議を再開する旨を合意し，また，従業員の大半の退職によ

り同年４月から営業活動が事実上できなくなるので，被告ＴＯＷＡとの間

で，協議を再開して同被告に事業を譲渡するまでの間，同被告に対し顧客

対応業務のうち修理や交換等の緊急性の高いものに限って先に移管する

旨を合意した。そうであるから，原告は，本件移管において，修理や交換

等に必要な工具，ソフトウェア等の引渡しは認めたが，台帳類の引渡しを

含めた本件顧客情報の開示は認めておらず，このことは，被告ＴＯＷＡへ

の事業譲渡を主導した被告Ａや同Ｂも認識していた。本件顧客情報は，被

告ＴＯＷＡに対する事業譲渡における中心的な資産であったから，被告Ｔ

ＯＷＡが顧客への対応に本件顧客情報を必要とする場合は，その都度原告

に対して個別に照会することを予定していた。 

     ところが，ⅰ被告Ａと同Ｂは，被告メックスと共謀の上，平成２２年３

月ころ，Ｅ１とＥ２に，原告に無断で，本件顧客情報を顧客管理パソコン

から電光表示器変更パソコンへ複製させ，同年４月上旬，原告から電光表

示器変更パソコンの引渡しを受けて本件顧客情報を取得し，これを被告Ｔ

ＯＷＡの営業活動に使用した。仮にＥ１とＥ２がこれを複製していないと

しても，被告Ａと同Ｂは，原告から引渡しを受けた電光表示器変更パソコ

ン内に，本件通知書が作成される際に一時的に複製された本件顧客情報が

残っていたことから，被告メックスと共謀の上，原告に無断で，本件顧客
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情報を複製して取得し，これを被告ＴＯＷＡの営業活動に使用した。そし

て，被告Ａと同Ｂは，被告メックスと共謀の上，同月１６日，Ｅ３に，原

告に無断で，２万６３７８件の本件顧客情報を顧客管理パソコンから複製

させて取得し，これを被告ＴＯＷＡの営業活動に使用した。これらは，不

正競争防止法２条１項４号の行為に当たる。 

     また，ⅱ被告Ａと同Ｂは，平成２２年３月ころにＥ１とＥ２が被告ＴＯ

ＷＡへの転職後の地位を有利にするために原告に無断で本件顧客情報を

顧客管理パソコンから電光表示器変更パソコンへ複製したことを知って，

又は重大な過失により知らないで，被告メックスと共謀又は共同の上，同

年４月上旬，原告から電光表示器変更パソコンの引渡しを受けて本件顧客

情報を取得し，これを被告ＴＯＷＡの営業活動に使用した。これは，不正

競争防止法２条１項５号又は同項６号の行為に当たる。 

     さらに，ⅲ被告Ａと同Ｂは，平成２２年４月上旬に原告から引渡しを受

けた電光表示器変更パソコン内に，本件通知書が作成される際に一時的に

複製された本件顧客情報が残っていたことから，Ｅ１とＥ２が転職した被

告ＴＯＷＡでの地位を有利にするために原告の守秘義務に違反して本件

顧客情報を開示していることを知って，又は重大な過失により知らない

で，被告メックスと共謀又は共同の上，Ｅ１とＥ２から本件顧客情報を取

得し，これを被告ＴＯＷＡの営業活動に使用した。これは，不正競争防止

法２条１項８号又は同項９号の行為に当たる。 

    （被告らの主張） 

     被告メックスは，平成２１年５月上旬に原告に対し被告ＴＯＷＡへの事
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業譲渡を打診し，同年７月に公認会計士に譲渡額を試算させ，従業員の引

継ぎや待遇等の具体的な条件も提示したが，原告からの申入れにより協議

を中断した。そして，同年１２月に協議を再開した後，被告ＴＯＷＡは，

原告の資産に対する簡易査定をしたが，原告の従業員２３名が平成２２年

３月４日から出勤しなくなって，原告が事実上の廃業状態に陥ってしまっ

たので，協議は終了した。もっとも，原告は，顧客対応業務が残っていた

ので，同月下旬，被告ＴＯＷＡとの間で，同被告に対し顧客対応業務全般

を移管する旨を合意して，修理や交換等に必要な工具，ソフトウェア等の

引渡しだけでなく，顧客対応業務を円滑に処理することができるよう，本

件顧客情報の開示も認めた。本件通知書は，移管する顧客対応業務から契

約の問合せを除いているが，これは被告ＴＯＷＡが契約書に記載されてい

ない特約には対応しない趣旨にすぎない。 

     そこで，原告は，平成２２年３月下旬，管理部の指示の下，Ｅ２が２万

件以上の本件顧客情報を顧客管理パソコンから処理速度の速い電光表示

器変更パソコンへ複製して，本件通知書を作成し，同年４月上旬，被告Ｔ

ＯＷＡに対し，電光表示器変更パソコンを引き渡した。被告ＴＯＷＡは，

これにより取得した本件顧客情報を顧客対応業務に用いているにすぎな

い。 

   ウ 争点③（損害の額）について 

    （原告の主張） 

    (ア) 逸失利益                       １億円 

      原告は，被告メックス，同Ａ及び同Ｂの前記不正競争がなければ，被
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告ＴＯＷＡに対し本件顧客情報を中心的な資産とする原告の事業をその

価値相当額で譲渡することができたにもかかわらず，上記不正競争によ

り，被告ＴＯＷＡが本件顧客情報を取得して事業譲渡の協議に応じなく

なってしまい，本件顧客情報の価値相当額の利益を失った。本件顧客情

報の価値は，本件顧客情報を使用することによって得られる後記ａ及び

ｂの各利益の合計から後記ｃ及びｄの各費用を控除した５億０２７６万

３０４５円であるから，原告の逸失利益は，１億円を下らない。 

     ａ リプレイス販売による利益 

       レジスター等の販売には，通常，６年間のリース契約等が用いられ，

残リース期間等が２年未満となった顧客に旧製品から新製品へ切り替

えるリプレイス販売を勧めると，飛込みで営業を行うよりも，効率良

く販売することができるが，本件顧客情報がなければ，このようなリ

プレイス販売をすることはできない。 

       原告は，平成１６年１月から平成２１年１２月までの６年間に，本

件顧客情報を使用したリプレイス販売により，レジスターを６３６台，

電光表示器を９４５台，その他券売機等を１７４台販売したところ，

各１台当たりの平均粗利額は，レジスターが２０万７１９５円（販売

価格の約６３％），電光表示器が３４万２７７８円（販売価格の約５

６％），その他券売機等が１９万１６４５円（販売価格の約５０％）

であったから，次の計算式のとおり，４億８９０４万７４６０円の利

益を得た。 

       そうすると，本件顧客情報を使用したリプレイス販売により，４億
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８９０４万７４６０円の利益を得ることができるところ，この利益は，

本件顧客情報の価値を構成する。 

      (計算式)20万7195円×636台＋34万2778円×945台＋19万1645円 

          ×174台＝4億8904万7460円 

     ｂ 複数販売による利益 

       本件顧客情報から残リース料や残リース期間等が少なくなった顧客

に周辺機器等の製品を追加販売する複数販売を勧めると，飛込みで営

業を行うよりも，効率良く販売することができるが，本件顧客情報が

なければ，このような複数販売をすることができない。 

       原告は，平成１６年１月から平成２２年３月までの約６年間に，本

件顧客情報を使用した複数販売により，少なくとも合計４億６６２２

万５７５４円を売り上げたところ，平均粗利益率は約５６％（(63＋56

＋50)÷3）であったから，次の計算式のとおり，少なくとも２億６１

０８万６４２２円の利益を得た。 

       そうすると，本件顧客情報を使用した複数販売により，２億６１０

８万６４２２円の利益を得ることができるところ，この利益は，本件

顧客情報の価値を構成する。 

      (計算式)4億6622万5754円×0.56＝2億6108万6422円 

     ｃ 人件費 

       本件顧客情報を使用してリプレイス販売や複数販売をするには，人

件費を要する。この人件費は，原告から被告ＴＯＷＡに転職した営業

職従業員４名の転職前給与の６年分全額と事務職従業員７名の転職前
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給与の６年分半額の合計額とするのが相当であり，１億７２０５万８

６７６円となる。 

     ｄ 車両費及び旅費交通費等 

       本件顧客情報を使用してリプレイス販売や複数販売をするには，車

両費，旅費交通費，保険料，荷造運賃及び外注加工費を要する。原告

の平成１６年度から平成２１年度まで６年間の総粗利額に占めるリプ

レイス販売と複数販売の粗利合計額の割合は，３１．９％であったか

ら，これらの費用は，原告の同期間におけるそれらの費用２億３６１

６万６０５９円の３１．９％相当額とするのが相当であり，７５３１

万２１６１円となる。 

    (イ) 弁護士費用                   １０００万円 

      原告は，被告メックス，同Ａ及び同Ｂの前記不正競争により，弁護士

による訴訟遂行を余儀なくされたが，上記不正競争によって被った弁護

士費用に係る損害の額は，前記損害額の１割に相当する１０００万円で

ある。 

    （被告らの主張） 

     リプレイス販売や複数販売は，本件顧客情報を使用することによるより

も，充実したアフターサービスによって，成約に至るから，その利益は，

本件顧客情報を使用することによって得られる利益でない。また，リプレ

イス販売と複数販売の両売上高は重複するし，実際は，相当の値引き販売

がされるものであり，平均粗利額や平均粗利益率も高すぎる。さらに，近

年は，不況によって廃業したり信用が悪化したりする顧客が多く，今後も
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過去と同様の利益を得られる蓋然性はないのであって，実際，原告は，平

成１９年度から平成２２年度まで毎年営業損失を出し，被告ＴＯＷＡも，

本件顧客情報に係る売上げについて，平成２２年度から平成２４年度まで

毎年営業損失を出していたから，本件顧客情報に価値はない。 

  (2) 詐欺について 

   ア 争点①（被告メックス，同Ａ及び同Ｂが共同して原告を欺罔したか）に

ついて 

    （原告の主張） 

     被告Ａと同Ｂは，平成２２年５月，実際はプロスパー社に入社したＥ３

がＥ３担当業務を処理するにもかかわらず，被告メックスと共謀の上，Ｃ

に対し，Ｅ３でないプロスパー社の社員がＥ３担当業務を処理するために

費用がかさむと虚偽の説明をした。 

     したがって，被告メックス，同Ａ及び同Ｂは，共同して原告を欺罔した。 

    （被告らの主張） 

     処理が難しいＥ３担当業務を第三者であるプロスパー社に委託する以

上，Ｅ３が処理しようとＥ３以外の者が処理しようと相当額の業務委託費

用が生じるのは当然であるから，被告Ａと同Ｂは，Ｃに対し，Ｅ３担当業

務を処理する者を説明する義務を負っていなかった。また，被告Ａと同Ｂ

が被告メックスと共謀しＣに対してＥ３でないプロスパー社の社員がＥ

３担当業務を処理すると説明をした事実はない。 

     したがって，被告メックス，同Ａ及び同Ｂは，いずれも原告を欺罔して

いない。 
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   イ 争点②（損害の額）について 

    （原告の主張） 

     原告は，被告メックス，同Ａ及び同Ｂの前記不法行為により，Ｃが錯誤

に陥り，業務委託費用として，Ｅ３が原告に在籍していた当時の年収を優

に超える９４１万２２００円を支払い，同額の損害を被った。また，原告

は，弁護士による訴訟遂行を余儀なくされたが，上記不法行為によって被

った弁護士費用に係る損害の額は，上記損害の額の約１割に相当する９４

万円である。 

    （被告らの主張） 

     仮に被告Ａや同ＢがＣに対してプロスパー社に入社したＥ３がＥ３担当

業務を処理するとの説明をしたとしても，プロスパー社以外にＥ３担当業

務の委託先がなかったから，原告は，業務委託費用９４１万２２００円の

支払を免れることができなかった。また，この９４１万２２００円は，５

年分の業務委託費用であるから，不当に高い金額ではない。 

第３ 当裁判所の判断 

 １ 営業秘密の取得について 

  (1) 争点①（本件顧客情報が営業秘密に当たるか）について 

   ア 秘密管理性について 

    (ア) 証拠（甲６，８の１及び２，３９，４６の１ないし４，４７，８０，

８３，証人Ｅ４及び同Ｅ１）によれば，本件顧客情報は，平成２２年３

月当時，２万６３７８件の販売情報から構成されていたこと，顧客管理

パソコンが置かれた原告の本社３階の管理部は，業務時間外には，本社
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１階と管理部の各出入口に取り付けられた錠と警備装置により，錠を開

く各鍵と警備を解除するカードキーとを所持する役員及び管理部所属の

正社員３名以外の立入りが制限され，業務時間内にも，常に管理部所属

の従業員４名のうちの誰かが管理部か奥の役員室にいることにより，役

員，管理部所属の従業員及びこれらの者に入室を認められた者以外の立

入りが制限されていたこと，原告は，本件規定や本件就業規則で個人情

報を含む本件顧客情報の守秘義務を従業員に課し，業務通達や社内研修

で周知に努め，例えば管理部が営業のために営業部等に本件顧客情報を

送付した場合には，送付先の長が個人情報管理責任者としてその責任の

下に管理していたことが認められる。 

    (イ) 原告は，平成２２年３月当時，資本金の額が３０００万円，従業員

数が３１名の株式会社で，中小企業に属するものの，２万件以上の販売

情報を保有していたから，相応の情報管理体制が求められていたと考え

られるところ，本件顧客情報を管理部の顧客管理パソコンに集約し，錠

や警備装置によって管理部への立入りを制限するとともに，パスワード

の設定やアクセス権者の限定，本件顧客情報の開示手続と責任者の明確

化によって本件顧客情報の閲覧を制限し，また，就業規則等で本件顧客

情報の守秘義務を従業員に課すとともに，その周知に努めていたのであ

る。 

      被告らは，Ｅ２が平成２１年９月に管理部から営業部に配置換えとな

った後も管理部の指示で顧客管理パソコンから本件顧客情報を抽出して

送付する作業に従事したと主張し，乙２０（Ｅ２の陳述書）及び証人Ｅ
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１の証言中には，これに沿う内容の陳述がある。しかしながら，証拠（甲

６７の６ないし１１，６８，６９，７４の１及び２，７５の１ないし４，

８０，証人Ｅ４）によれば，同月９日以降は，Ｅ５がＥ２の後任として

管理部に配置されたこと，顧客管理パソコンから本件顧客情報を抽出し

て送付する作業は，抽出条件の入力と数回のクリック操作で完了する上，

マニュアルもあり，容易なものであったことが認められる。これらの事

実に照らすと，被告らの主張に沿う内容の上記各陳述は，たやすく採用

することができず，他に被告らが主張する上記事実を認めるに足りる証

拠もない。被告らの上記主張は，採用することができない。 

    (ウ) そうすると，原告は，本件顧客情報に接することができる者を制限

し，これに接した者に本件顧客情報が秘密であると認識し得るようにし

ていたということができるから，本件顧客情報は，原告の秘密として管

理されていたと認められる。なお，証拠（乙２０）及び弁論の全趣旨に

よれば，顧客管理パソコンのパスワードは変更されず，顧客管理パソコ

ンが設置された机の施錠されていない引き出しの中にパスワードを記載

した紙が入っていたこと，Ｅ２は，管理部に所属していた当時，顧客管

理パソコンの画面上に本件顧客情報を表示させたままにしていたことが

認められるが，管理部への立入りが制限されていたから，顧客管理パソ

コンの非アクセス権者が画面上に表示された本件顧客情報を閲覧するこ

と自体が想定し難く，上記事実があるとしても，前記認定を覆すもので

はない。 

   イ 有用性及び非公知性について 
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     証拠（甲８０，証人Ｅ４）によれば，本件顧客情報は，平成２２年３月

当時，２万６３７８件に及ぶ販売先の名称，住所，連絡先，販売した時期

や製品，価格，リース期間及び契約番号等から構成され，一般に知られて

いなかったこと，本件顧客情報から残リース期間等が少なくなった顧客を

抽出して買替えや買増しを勧めると，飛込みで営業を行うよりも，効率良

く販売することができたことが認められ，これらによると，本件顧客情報

は，原告の事業活動に有用な営業上の情報であって，公然と知られていな

かったものであると認められる。 

     被告らは，本件顧客情報が廃業した顧客に係るものを含むから，全部が

有用な情報であるとは限らないし，顧客の店舗等に行って聞くなどすれ

ば，これを知ることができるのであるから，公然と知られていないという

わけでもないと主張する。しかしながら，本件顧客情報の一部に廃業した

顧客に係る販売情報があるとしても，売れ筋製品の分析等には有用である

し，証拠（甲７９，８２）によれば，原告の商圏は，東京都，千葉県，茨

城県，神奈川県，埼玉県及び栃木県に及んでいたことが認められるから，

当該商圏内の店舗等を訪ねて原告が販売した製品を使用しているか聞い

て回ることは，事実上不可能であって，本件顧客情報が公然と知られてい

たということはできない。被告らの上記主張は，採用することができない。 

   ウ したがって，本件顧客情報は，営業秘密に当たるというべきである。 

  (2) 争点②（被告メックス，同Ａ及び同Ｂが共同して，ⅰ不正の手段により，

ⅱ原告の従業員が不正の手段により本件顧客情報を取得したことを知って，

若しくは重大な過失により知らないで，又は，ⅲ原告の元従業員が図利加害
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目的で若しくは守秘義務に違反して本件顧客情報を開示していることを知っ

て，若しくは重大な過失により知らないで本件顧客情報を取得し，被告ＴＯ

ＷＡで使用したか）について 

   ア 前記前提事実に，証拠（甲４，９，１０，２６の１ないし３，２８ない

し３２，３４，３５，４１，５６の２及び３，６３，６４の１ないし３，

６５の１ないし４，６６，７８の２ないし６，７９，８２，乙１，２の１，

４，５，６の１及び２，９の１ないし３，１０，１１，１６ないし２１，

証人Ｅ４，同Ｅ１，原告代表者，被告ＴＯＷＡ代表者兼被告Ａ本人，被告

Ｂ本人）及び弁論の全趣旨を総合すれば，次の事実が認められる。 

    (ア) 被告メックス代表取締役のＤと取締役であった被告Ａは，平成２１

年５月上旬，原告代表取締役のＣに対し，原告の事業を被告ＴＯＷＡに

譲渡することを打診した。Ｃは，原告の売上げが平成１８年ころから毎

年減少していたので，これに賛同し，以後，被告Ａや評価を担当する公

認会計士のＥ６（以下「Ｅ６」という。）との間で，譲渡や評価の方法，

役職員の引継ぎや待遇等につき，協議をするようになった。 

    (イ) Ｅ６は，平成２１年６月１０日，Ｃと被告Ａに対し，原告の平成２

０年５月期決算を基に，原告の事業を，時価純資産方式でのれん代を除

いて約２億円，ＤＣＦ方式で約２０００万ないし３８００万円と暫定的

に評価した「ＴＸ東関東販売 初期的試算」と題する書面（甲２８）を

提示し，のれん代についてはＣと被告Ａとの間で協議して決めるよう求

めた。 

    (ウ) Ｃは，その後も，被告ＡやＥ６との間で協議を続け，平成２１年７
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月１６日には，同年６月３０日に被告ＴＯＷＡの代表取締役にも就任し

た被告Ａから，被告ＴＯＷＡが原告の全従業員を引き継ぐとともに半年

間は待遇を変更しないことを条件として，原告の事業を譲渡するよう求

められたが，譲渡金額等について納得することができず，同年７月２２

日，いったん事業譲渡の話を断った。 

    (エ) Ｃは，その後，東和グループの他の販売会社との合併を模索したが，

平成２１年９月に上記販売会社から断られ，原告の売上げが更に減少し

ていたので，同年１２月１４日，Ｄと被告Ａに対し，事業譲渡の協議を

再開するよう求め，了解を得た。 

    (オ) 被告Ａは，平成２２年１月１５日，原告から平成２１年１１月期の

貸借対照表と損益計算書（乙９の２及び３）の提出を受けて，これらを

基に原告の事業を時価純資産方式で約２３００万円と評価した「【貸借

対照表】（Ｈ２１／１１月次）」と題する試算表（甲３０）を作成し，

平成２２年１月１６日，Ｅ６に対し，原告の上記財務諸表と試算表を送

付して意見を求めた。これに対し，Ｅ６は，同月下旬，被告Ａに対し，

原告の業績が悪化していることを理由に，事業譲渡は適当でなく，従業

員の一部承継にとどめることを提案した。 

    (カ) 被告Ａは，平成２２年２月１日ころ，Ｃに対し，前記試算表を提示

して，まず原告を解散し，その後に被告ＴＯＷＡへ必要な資産等を一部

譲渡することを提案した。Ｃは，譲渡金額について納得することができ

なかったものの，原告の業績が悪化するなどしていたので，同月９日に，

原告の従業員に対し同月２８日に原告を解散する旨表明し，同月１９日
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に，被告Ａに対し譲渡金額は別として上記提案に賛同する旨回答した。 

      しかし，その直後，Ｃは，原告が顧客から提訴されていたことを知る

とともに，原告が労働基準監督署から勧告を受けたことから，平成２２

年２月２２日，被告Ａに対し，解散等の協議の停止を求めて，その了解

を得た。Ｃは，同日ころ，原告の従業員に対し，解散の撤回を伝えると

ともに，退職したければ会社都合にするから同月２６日までに退職届を

提出するよう求めたところ，同月２６日ころ，２３名の従業員から同年

３月３１日限りで原告を退職する旨の退職届が提出されたので，同年４

月１日以降の営業活動を断念した。 

    (キ) Ｃは，平成２２年３月２日ころ，被告Ａに対し，経緯を説明した上，

同年４月１日以降の従業員と顧客対応業務の引受けを依頼して，その了

解を得た。以後，原告側はＥ１が，被告ＴＯＷＡ側は被告Ｂがそれぞれ

窓口となって作業を進めることとし，被告Ｂは，同年３月３日，Ｅ１か

ら被告Ａを経由して，原告から被告ＴＯＷＡへの転職を希望する従業員

２７名の年齢や勤続年数等をまとめた一覧表の送付を受けたので，被告

ＴＯＷＡで採用する準備を進めていたが，同月５日には６名が転職を辞

退し，同月９日には１０名が原告に対し過去約２年分の残業代の支払を

請求したことから，同月中旬ころ，面接を実施し，残る１１名を採用す

ることとした。 

    (ク) Ｃは，平成２２年３月２５日，Ｄに対し，経過を説明した上，Ｄと

の間で，原告の労使紛争が解決した後に解散等の協議を再開することを

合意した。 
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    (ケ) 被告Ｂは，平成２２年３月２６日，原告がいまだ顧客に対し顧客対

応業務を被告ＴＯＷＡに移管する旨を通知していないことを知って，原

告に代わり，同月２９日付けの通知書の文案を作成した。被告Ｂは，原

告が同年４月１日以降も存続し，被告ＴＯＷＡが原告と顧客との間の契

約を承継しないことから，通知書の文案として，「商品のサービスおよ

びメンテナンスに伴うサポートに限り，株式会社ＴＯＷＡが引き続き承

るべく「お客様サポートセンター」を開設致しました。」，「業務内容 

①東和レジスター東関東販売のお客様問い合わせ（修理依頼等）に対す

る応対 ②上記お客様に対する修理・メンテナンスに関する現場対応 

※東和レジスター東関東販売㈱とのご契約に関するお問い合わせ等に

は対応出来ませんので，予めご了承願います。」などと記載した。 

      Ｅ１は，平成２２年３月２６日ころ，被告Ｂから通知書の文案を受け

取り，顧客管理パソコンを用いて過去６年間に取引があった顧客７５２

９名の宛名印刷を始めたが，発送予定日に間に合わないおそれがあった

ので，元部下のＥ２に全ての本件顧客情報を顧客管理パソコンから処理

の速い電光表示器変更パソコンにエクセルファイルの形式で複製させ，

電光表示器変更パソコンをも用いて宛名印刷を行わせるなどして，同月

２９日，本件通知書を発送した。 

    (コ) Ｃは，平成２２年３月２７日ころ，原告内で行われた打合せにおい

て，本件移管に伴って被告ＴＯＷＡに引き渡すべき物を協議し，工具等

の引渡しに加え，Ｅ１等の提案により，電光表示器変更パソコンを引き

渡すことを認めたが，この中に本件顧客情報が入っていることを知ら
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ず，Ｅ１もそのことに言及しなかった。 

    (サ) Ｅ１は，平成２２年３月３１日，Ｅ２に全ての本件顧客情報を顧客

管理パソコンから記憶媒体にアクセスファイルの形式で複製させて取

得した。 

    (シ) 被告ＴＯＷＡは，平成２２年４月の本件移管後，Ｅ１から本件顧客

情報の開示を受け，本件顧客情報を顧客対応業務に使用したが，本件顧

客情報以外の情報や原告の対応が必要になると，「サービスカード」と

いう照会用紙に販売先の名称や連絡先，販売した製品，用件等を記載し

て，これを原告に送付し，原告に回答してもらったり対応してもらって

いた。 

      Ｃは，平成２２年７月ころ，Ｅ１とＥ２が同年６月以降に送付したサ

ービスカードに契約番号など本件顧客情報を使用しなければ記載する

ことができない情報が記載されていることに気付き，同年８月１８日こ

ろ，Ｅ１に電話を掛け，本件顧客情報を使用していないか問いただした。

これに対し，Ｅ１は，初め使用していないと答えたが，後に使用してい

ると認めた上で，被告Ｂに相談し，以後，サービスカードに契約番号な

ど本件顧客情報を使用しなければ記載することができない情報を記載

しなくなった。 

Ｃは，平成２２年８月下旬ころ，被告Ａに対して被告ＴＯＷＡで本件

顧客情報が使用されている理由を問いただしたが，同被告からの明確な

回答は得られなかった。 

    (ス) 被告Ａと同Ｂは，平成２２年７月１３日ころ，Ｃに対し，本件移管
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に関して，原告が被告ＴＯＷＡに対し顧客台帳や最大限の情報を提供す

るなどして協力するとともに原告の顧客への営業活動を認める旨を記

載した覚書（甲３５）に押印するよう求めたが，Ｃは，これに応じなか

った。その後，Ｃは，同年８月，原告の労使紛争が終了したことから，

被告Ａに対し解散等の協議の再開を求めたが，同被告は，これを拒絶し

た。 

   イ 前記認定の事実によれば，本件規定３(4)や本件就業規則９条１１号は，

原告を退職する前後を問わず，正当な理由なく，従業員が原告の機密情報

等を取得したり社外に持ち出したりすることを禁じていたが，Ｅ１は，平

成２２年３月３１日に，Ｅ２に全ての本件顧客情報を顧客管理パソコンか

ら記憶媒体に複製させてこれを取得し，同年４月上旬に，電光表示器変更

パソコンの中に本件顧客情報が入っていることを知りながら，上記パソコ

ンを原告から被告ＴＯＷＡに引き渡させて本件顧客情報を取得したので

あるから，不正の手段により本件顧客情報を取得したということができ

る。 

     そして，原告のような販売会社における顧客情報は，通常，販売に役立

つ営業上の秘密情報として管理されていることが多く，のれんの一部を構

成するものであり，被告Ａは，平成２１年５月以降，Ｃとの間で，のれん

を含めた原告の事業や資産等を被告ＴＯＷＡで譲り受けるための交渉を

断続的に行い，被告Ｂも，平成２２年３月以降，被告ＴＯＷＡによる顧客

対応業務の引受けに係る作業に従事していたところ，Ｅ１から開示された

本件顧客情報は被告ＴＯＷＡが引き受けた顧客対応業務において有用な



 

 

- 27 - 

ものであったにもかかわらず，本件移管において，原告が被告ＴＯＷＡに

対し本件顧客情報を明示して開示する手続をしていないのであるから，被

告Ａと同Ｂは，本件顧客情報が原告の営業秘密に当たるものであり，Ｅ１

が不正の手段によりこれを取得したことを知って，又は重大な過失により

知らないで，Ｅ１から本件顧客情報の開示を受けたと認められる。なお，

被告Ａや同ＢがＥ１から本件顧客情報の開示を受けたときに本件顧客情

報が原告の営業秘密に当たることやＥ１が不正の手段によりこれを取得

したことを重大な過失によることなく知らなかったとしても，被告ＴＯＷ

Ａで本件顧客情報が使用されていることについて，平成２２年８月下旬

に，被告ＡはＣから問いただされ，また，被告ＢはＥ１から相談を受けて，

いずれも，本件顧客情報が原告の営業秘密に当たるものであり，Ｅ１が不

正の手段で本件顧客情報を取得したことを知って，又は重大な過失により

知らないで，本件顧客情報を使用したと認められる。 

     これに対し，被告メックス代表取締役のＤは，Ｃに対し被告ＴＯＷＡへ

の事業譲渡を打診したり，Ｃとの間で事業譲渡等の協議の再開を合意した

りしたが，さらに，被告メックスが被告Ａや同Ｂの不正競争について同被

告らと共謀したことを認めるに足りる証拠はない。 

     被告らは，原告が，事実上の廃業状態に陥り，被告ＴＯＷＡとの間で同

被告に対し顧客対応業務全般を移管する旨を合意して，本件顧客情報の開

示も認めていたと主張する。しかしながら，①Ｃは，平成２１年５月以降，

被告ＴＯＷＡに対して原告の事業や資産等を譲渡することに積極的であ

りながらも，本件顧客情報を含むのれんの評価等について，被告ＴＯＷＡ
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が提示する譲渡金額に納得することができず，被告ＴＯＷＡとの間で譲渡

の合意をするに至らなかったこと，②本件通知書には，被告ＴＯＷＡが顧

客対応業務のうち修理や交換等に限って引き受け，契約に関する問合せは

引き受けない旨が明記されている上，被告ＴＯＷＡに引き渡す物は，工具

に加え，電光表示器変更パソコン等とされていて，顧客台帳類を含めてい

なかったこと，③Ｃが本件移管後にＥ１や被告Ａに対し被告ＴＯＷＡで本

件顧客情報が使用されていることについて問いただした際，Ｅ１は，初め

これを否定し，後にこれを肯定してからは，被告Ｂに相談して，サービス

カードに本件顧客情報を使用しなければ記載することができない情報を

記載しなくなってしまい，また，被告Ａは，被告ＴＯＷＡで本件顧客情報

が使用されている理由について，明確な回答をしなかったことを総合すれ

ば，原告は，被告ＴＯＷＡとの間で，顧客対応業務のうち修理や交換等の

緊急性の高いものに限って移管する旨を合意したにとどまり，顧客対応業

務全般を移管する旨合意して本件顧客情報の開示を認めたとはいい難い。

被告らの上記主張は，採用することができない。 

   ウ そうすると，被告Ａ及び同Ｂは，共同して，Ｅ１が不正の手段により本

件顧客情報を取得したことを知って，又は重大な過失により知らないで，

本件顧客情報を取得し，若しくは使用したものというべきである。そして，

原告は，被告Ａと同Ｂの不正競争がなければ，被告ＴＯＷＡに対して本件

顧客情報をその価値相当額で譲渡することができたにもかかわらず，上記

不正競争により，被告ＴＯＷＡが本件顧客情報を取得して譲渡の協議に応

じなくなってしまい，本件顧客情報の価値相当額の利益を失ったと認めら
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れる。 

     したがって，被告Ａ及び同Ｂは，上記不正競争によって生じた原告の損

害を賠償する責任を負う。また，被告Ａの上記不正競争は，被告ＴＯＷＡ

の職務を行うについてされたことが明らかであるから，被告ＴＯＷＡも，

原告の損害を賠償する責任を負う。 

  (3) 争点③（損害の額）について 

   ア 逸失利益                  ４８１５万１０００円 

     本件顧客情報の価値は，これを使用することによって得られる利益（粗

利）からこれを使用することによって要する費用（変動費）を控除したい

わゆる限界利益がこれに相当すると認められる。そこで，本件顧客情報を

使用することによって得られる利益と本件顧客情報を使用することによ

って要する費用を以下それぞれ検討する。 

    (ア) リプレイス販売による利益について 

      証拠（甲７９，８０）によれば，レジスター等の販売には，通常，６

年間のリース契約等が用いられ，残リース期間等が２年未満となった顧

客に旧製品から新製品へと切り替えるリプレイス販売を勧めると，飛込

みで営業を行うよりも，効率良く販売することができることが認められ

る。そして，顧客のうち残リース期間等が２年未満となった顧客を抽出

するには本件顧客情報がなければできないと考えられるから，リプレイ

ス販売によって相当期間得られる利益は，本件顧客情報を使用すること

によって得られる利益であるということができる。 

      リプレイス販売によって相当期間得られる利益の額は，原告の売上げ
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が平成１８年ころから毎年減少していたことやリース期間等が通常６年

間で設定されることを考慮すれば，原告における直近３年間の販売状況

を基に，６年間に得られる利益の額とするのが相当である。 

      証拠（甲５１の４ないし６，５３及び５４の各１ないし３，７３）及

び弁論の全趣旨によれば，原告は，平成１９年１月から平成２１年１２

月までの３年間に，本件顧客情報を使用したリプレイス販売により，レ

ジスターを２２５台，電光表示器を４２８台，その他券売機等を６３台

販売したこと，上記期間における各１台当たりの平均粗利額は，次の計

算式（種類別平均粗利額に個別平均販売価格の種類別平均販売価格に対

する割合を乗じたもの）のとおり，レジスターが２０万１１６７円，電

光表示器が３１万４５３０円，その他券売機等が１４万２１４０円を下

らなかったことが認められる。 

     (計算式)20万7195.6円×(37万5502.6円＋30万5490.2円＋30万5381.8円) 

         ÷3÷33万8644.4円＝20万1167円 

         34万2778.9円×(60万0369.4円＋58万8714.9円＋48万4312.1円) 

         ÷3÷60万7894.7円＝31万4530円 

         19万1645.7円×(32万6575.0円＋37万0411.5円＋20万2186.4円) 

         ÷3÷40万4114.0円＝14万2140円     （１円未満切捨て） 

      そうすると，リプレイス販売によって６年間に得られる利益の額は，

次の計算式のとおり，３億７７６７万２４７０円であり，これが本件顧

客情報を使用することによって得られる利益である。 

     (計算式)(20万1167円×225台＋31万4530円×428台＋14万2140円×63台) 



 

 

- 31 - 

         ×2＝3億7767万2470円 

    (イ) 複数販売による利益について 

      証拠（甲７９，８０）によれば，残リース料や残リース期間等が少な

くなった顧客に周辺機器等の製品を追加販売する複数販売を勧めると，

飛込みで営業を行うよりも，効率良く販売することができることが認め

られる。そして，顧客のうち残リース料や残リース期間等が少なくなっ

た顧客を抽出するには本件顧客情報がなければできないと考えられるか

ら，複数販売によって相当期間得られる利益は，本件顧客情報を使用す

ることによって得られる利益であるということができる。 

      複数販売によって相当期間得られる利益の額は，前記(ア)と同様に，

原告における直近３年間の販売状況を基に，６年間に得られる利益の額

とするのが相当である。 

      証拠（甲７０，７３，８１）及び弁論の全趣旨によれば，原告は，平

成１９年３月から平成２２年２月までの３年間に，追加販売により，２

億１４９５万２７３６円（2億3673万2089円×(1－0.092（リプレイス販

売混入率）)，１円未満切捨て）販売したこと，上記期間における各１台

当たりの平均粗利率は，次の計算式（個別平均粗利額を個別平均販売価

格で除したもの）のとおり，約５５．０％であったことが認められると

ころ，このうち半分が複数販売によるものと認めるのが相当である。 

     (計算式){20万1167円÷(37万5502.6円＋30万5490.2円＋30万5381.8円) 

         ×3＋31万4530円÷(60万0369.4円＋58万8714.9円 

         ＋48万4312.1円)×3＋14万2140円÷(32万6575.0円 
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         ＋37万0411.5円＋20万2186.4円)×3}÷3≒0.550 

      そうすると，複数販売によって６年間に得られる利益の額は，次の計

算式のとおり，１億１８２２万４００４円となり，これが本件顧客情報

を使用することによって得られる利益である。 

     (計算式)2億1495万2736円×0.550÷2×2＝1億1822万4004円 

（１円未満切捨て） 

    (ウ) 人件費について 

      弁論の全趣旨によれば，本件顧客情報を使用したリプレイス販売や複

数販売には，人件費を要することが認められるところ，この人件費は，

本件顧客情報を使用することによって要する費用であり，その額は，前

記(ア)及び(イ)に対応して，原告における直近３年間の人件費を基に，

リプレイス販売や複数販売によって６年間に要する人件費の額とするの

が相当である。 

      原告は，被告ＴＯＷＡに転職した営業職従業員４名の転職前給与の６

年分全額と事務職従業員７名の転職前給与の６年分半額の合計相当額と

するのが相当であると主張するが，前記(ア)及び(イ)の利益は，原告全

体で出したものであるから，人件費も，原告全体で要したものを考慮す

べきである。原告の上記主張は，採用することができない。 

      証拠（甲７８の４ないし６）によれば，原告の平成１９年度から平成

２１年度までの３年間における総粗利額は７億５７４９万７１４０円で

あり，総人件費（給与手当，賞与及び歩合給）は５億４９０９万５９０

５円であったことが認められ，この事実によれば，リプレイス販売と複
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数販売によって６年間に要する人件費の額は，次の計算式のとおり，３

億５９４６万６３３８円となり，これが本件顧客情報を使用することに

よって要する人件費である。 

     (計算式)5億4909万5905円×(3億7767万2470円＋1億1822万4004円)÷2 

         ÷7億5749万7140円×2＝3億5946万6338円（１円未満切捨て） 

    (エ) 車両費及び旅費交通費等について 

      弁論の全趣旨によれば，本件顧客情報を使用したリプレイス販売や複

数販売には，車両費，旅費交通費，保険料，荷造運賃及び外注加工費を

要することが認められるところ，これらの費用は，本件顧客情報を使用

することによって要する費用であり，その額は，前記(ア)及び(イ)に対

応して，原告における直近３年間の上記各費用を基に，リプレイス販売

や複数販売によって６年間に要する上記各費用の額とするのが相当であ

る。 

      証拠（甲７８の４ないし６）によれば，原告の平成１９年度から平成

２１年度までの３年間における車両費，旅費交通費，保険料，荷造運賃

及び外注加工費の合計額は，１億１６４６万１０６６円であったことが

認められ，この事実によれば，リプレイス販売と複数販売によって６年

間に要する上記各費用の額は，次の計算式のとおり，７６２４万１３８

６円となり，これが本件顧客情報を使用することによって要する車両費

等である。 

     (計算式)1億1646万1066円×(3億7767万2470円＋1億1822万4004円)÷2 

         ÷7億5749万7140円×2＝7624万1386円   （１円未満切捨て） 
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    (オ) 寄与度による減額 

      弁論の全趣旨によれば，リプレイス販売や複数販売は，原告が充実し

たアフターサービスを行っていたかどうかも相当程度影響することが認

められるところ，本件顧客情報は，リプレイス販売と複数販売の限界利

益に８０％の限度で寄与しているものとして，２０％を控除するのが相

当である。 

    (カ) そうすると，本件顧客情報の価値は，次の計算式のとおり，４８１

５万１０００円となるから，原告は，この額の利益を失い，同額の損害

を被ったと認められる。 

     (計算式)(3億7767万2470円＋1億1822万4004円－3億5946万6338円 

         －7624万1386円)×0.8＝4815万1000円 

   イ 弁護士費用                  ４８１万５１００円 

     本件の事案の内容，前記認容額及び本件訴訟の経過等を総合すると，被

告Ａ及び同Ｂの前記不正競争と相当因果関係のある弁護士費用に相当す

る損害の額は，４８１万５１００円と認めるのが相当である。 

 ２ 詐欺について 

   争点①（被告メックス，同Ａ及び同Ｂが共同して原告を欺罔したか）につい

てみるのに，証拠（甲１１，４３，７９，８０，乙１８，被告Ｂ本人）によれ

ば，被告Ｂは，平成２２年５月上旬ころ，プロスパー社に被告ＴＯＷＡがＥ３

担当業務を委託した場合の費用を見積もってもらい，同月１７日，Ｃに対し，

被告ＴＯＷＡが原告からＥ３担当業務を受託した場合の費用が９４１万２２０

０円となる旨の見積書を交付したこと，Ｅ３は，同月下旬，プロスパー社に入
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社したことが認められるが，これらの事実によっては，被告Ａや同Ｂが虚偽の

説明をしたと認めることはできず，他にこの事実を認めるに足りる証拠はない。 

   したがって，被告メックス，同Ａ及び同Ｂが共同して原告を欺罔したとはい

うことはできない。 

 ３ 以上によれば，原告の請求は，被告ＴＯＷＡ，同Ａ及び同Ｂに対し，損害金

５２９６万６１００円及びこれに対する不法行為の後の日である平成２３年７

月１３日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の連帯支

払を求める限度で理由がある。 

   よって，原告の請求を前記の限度で認容し，その余は失当としてこれを棄却

することとして，主文のとおり判決する。 

東京地方裁判所民事第４７部 

 

         裁判長裁判官    高   野   輝   久 

 

            裁判官    三   井   大   有 

 

                        裁判官    志   賀       勝 
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（別紙） 

当 事 者 目 録 

 

    千葉市＜以下略＞ 

          原       告   東和レジスター東関東販売株      

式会社 

          同訴訟代理人弁護士   鈴   木   銀 治 郎 

                      木   下   達   彦 

                      滝   口   博   一 

                      吉   田   俊   一 

    東京都文京区＜以下略＞ 

                    旧商号東和メックス株式会社 

          被       告   株 式 会 社 Ｔ Ｂ グ ル ー プ 

    同 所 

          被       告   株 式 会 社 Ｔ Ｏ Ｗ Ａ 

    千葉県松戸市＜以下略＞ 

          被       告   Ａ 

    埼玉県志木市＜以下略＞ 

          被       告   Ｂ 

          上記４名訴訟代理人弁護士 

                      沼   田   安   弘 

                      石   山   卓   磨 
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                      中   村   正   利 

                      倉   本   義   之 

                      菊   地   和 加 子 

                      森   田   健   介 

                      沼   田   美   穂 

 


